
 

 

不安だなぁ 

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先：水戸市都市計画部 建築指導課 開発指導室 宅地開発係 ☎ 029-232-9210 

開
発

行
為

を
行
う
際

は
 

周辺住民との 

調整を 

行ってください 

◆ 主な調整事項 

都市計画法に基づく開発行為を行う際は、周辺住民の懸念を取り除き、

紛争を未然に防止するため、開発事業計画を十分に周知するなどの必要な

調整を行い、良好な近隣関係の形成及び保持に 

努めるようお願いいたします。 

日照 

影響範囲 

可能な限り 

要望にお応え 

ください。 

開発後の周辺地域の 

交通安全の確保 

出入口の位置、駐車場の規模、 

開発後の交通量の増加など 

工事に伴う影響 

  工事施行期間、工事時間帯、工事車両の 

搬入搬出経路、交通整理員の配置など 

水戸市マスコットキャラクター 

「みとちゃん」 


